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問 い 合 わ せ 先

　関東地方整備局は、ニューライフ警備保障株式会社（所在地
北海道札幌市）に対して、指名停止措置を行ないました。
　詳細は別紙のとおりです。
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指名停止措置について



指名停止措置の概要

１．指名停止措置業者名及び住所

指 名 停 止 対 象 業 者

ニューライフ警備保障株式会社

２．指名停止措置期間

令和元年５月１０日から令和元年８月９日（３ヶ月）

３．指名停止措置の範囲：関東地方整備局管内

４．事実概要

５．指名停止措置理由

＜指名停止措置要領別表第２第１５号＞

期 間

当該認定をした日から
１ｶ月以上９ｶ月以内

北海道札幌市清田区平岡二条４丁目３番５
号

住 所

措 置 要 件

15 別表第１及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不
誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認め
られるとき。

　当該業者は、関東地方整備局発注の「首都圏臨海防災センター警備等業務」において、落札
予定者として通知を受けながら、業務の履行体制を確保できないとの理由により契約締結を辞
退した。

　有資格業者である当該業者が、契約締結を辞退したことは信頼関係を著しく損なう行為であ
り、「地方整備局（港湾空港関係）所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（昭和
59年3月31日付け港管第927号）及び「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（昭和59年
3月29日付け建設省厚第91号）別表第２第１５号（不正又は不誠実な行為）に該当する。
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